
６５歳未満の在職老齢年金は・・・

総報酬月額相当額
総報酬月額相当額

28万円

①基本月額+総報酬月額相当額

が28万円以下の場合

②基本月額+総報酬月額相当額が28
万円を超えていて総報酬月額相当額
が48万円以下の場合

●年金額と再雇用時の給与の額によって支給停止額は変わる。

基本月額（年金額）

基本月額（年金額）

支給停止

２８万円を
超えた部
分の1/2が
支給停止

支給停止なし
（年金は全額支給） 1/2

60歳以後も働くとき
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